
 

大町市消防団出動計画書 

 

市域における火災を警戒し鎮圧するために、消防団の招集・出動について計画し火災

による被害の軽減を図るものとする。 

 

第１ 団員の招集 

   火災警報発令時・通常火災発生時・非常火災発生時等における団員の招集について

連絡系統、参集場所等について定める。 

 

１ 招集区分 

(1) 火災警報発令時 

  火災警報の発令を知ったときは、火災発生危険、発生時の延焼拡大危険があるの

で、班長以上の消防団員は個々に自宅等連絡を取れる場所に待機するように努める

ものとする。 

(2) 通常火災時 

  消防団員のうち、出動を要するものについて出動の指令を行う。 

(3) 非常火災発生時 

  市域に非常火災（大規模火災・特殊火災等）が発生したときは、全団員・全消防

器具の出動を指令する。 

 

２ 伝達の方法 

  警報・発災の伝達は、緊急メールのほか、同報系防災行政無線及び有線放送等で

実施する。 

 

第２ 出動計画  

  

 １ 偵察出動 

   火災であるかどうか確認できない情報を消防本部が得た場合、その確認のため当

該管轄分団・部の団員を出動させる。 

(1) 火災であるかないかを確認し、消防本部に報告する。 

(2) 火災である場合には、直ちに防御にあたる。 

 

 ２ 火災出動 

   火災出動は、火災の規模により第１次から第３次まで区分し、下記により出動す

る。 

   別表による各出動区分は、原則であり第２次出動以上は、団幹部の指示により実

施すること。 

 



 

  (1) 第１次出動 

    消防団の管轄するエリアごとに分け、発災地区別に計画出動する。 

      出動計画は別表「火災出動計画」中「第１次出動」のとおりとし、自所属管轄

区域内の火災に対して、管下配置の全消防ポンプ自動車・積載車及び発災地区の

小型動力ポンプ及び隣接地区の消防ポンプ自動車・積載車が出動する。 

      市役所消防応援隊は市内全地区の平日昼間の火災について出動する。 

      機能別団員は、分団長指示の車両により出動する。 

(2) 第２次出動 

  大規模火災・特殊火災等の発災にあたり、消防本部からの指示により出動要請

を受けた分団に所属する全消防ポンプ自動車・積載車及び発災地区管轄部に隣接

する部の小型動力ポンプが出動する。 

(3) 第３次出動 

  消防本部からの指示により、消防団の総力を持って出動する。 

(4) その他 

  市域境界付近で発生した火災を覚知した場合は、消防本部に報告するとともに

防御に従事する。 

 

第３ 応援出動  

 

 隣接する市町村から応援出動の要請があった場合等の出動は、市長の命令による。 

 

別表 

火災出動計画 

発災地区 第１次出動 第２次出動 第３次出動 

１－１ 

第１分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

第２・第６分団 

第２・第３・第４分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 

全分団のポンプ

車・積載車及び

小型動力ポンプ 

１－２ 

第１分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

３－１、４－２ 

同上 同上 

１－３ 
第１分団の 

全ポンプ車・全積載車 

第２・第３・第４分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

全分団のポンプ

車・積載車及び



 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

２－１、３－１ 

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 

小型動力ポンプ 

２－１ 

第２分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

１－１、１－３、 

３－１ 

第１・第３・第６分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 同上 

２－２ 

第２分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

１－１、第６分団 

同上 同上 

３－１ 

第３分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

１－２、１－３、 

２－１ 

第１・第２・第４分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 同上 

３－２ 

第３分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

第４分団 

同上 同上 

３－３ 

第３分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

第４分団 

同上 同上 



 

４－１ 

第４分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

第３分団 

第１・第３・第５分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 
同上 

４－２ 

第４分団の 

全ポンプ車・全積載車 

及び発災地区管轄部の小

型動力ポンプ 

市役所消防応援隊 

１－２、第３分団 

同上 同上 

５－１ 

第５分団の 

全ポンプ車・全積載車 

市役所消防応援隊 

１－１、１－２ 

４－２、第６分団 

第１・第４・第６分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 

同上 

６－１ 

第６分団の 

全ポンプ車・全積載車 

市役所消防応援隊 

１－１、２－２ 

第５分団 

第１・第２・第５分団の 

全ポンプ車・全積載車及び発

災地区管轄部に隣接する部の

小型動力ポンプ 

同上 
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